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管 理 業 務 主 任 者 証 交 付 手 続 き の 流 れ 
 

 

法律第５７条  

 

 

 

                       附則第５条 
 

                （平成１４年４月まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      法律施行規則 

                                      第６９条 

 
※登録実務講習修了者に 

は修了証が送付されま 

す（登録実務講習終了 

後、概ね２週間程度） 

 

          法律第５９条第１項                             ＊地方整備局長等へ申請 

                                              〔提出書類をすべて揃えてください〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             法律第６０条第２項                  ※申請日前６カ月 

                                                         以内の講習 

 

 

 

 

 

 

           法律第６０条第１項                            ＊地方整備局長等へ申請 

                                              〔提出書類をすべて揃えてください〕 

 

 

 

 

                                              ※５年間有効 

 

 

 

 

 

 

    法律第６１条第２項の規定において                          ※有効期間満了日以前６カ月以内の講習 

    準用する同法第６０条第２項の規定 

    による 

  

告示管理業務主任者 

約３０日間ほど期間を

要します 

管理業務主任者移行講習会 

みなし管理業務主任者合格者 

みなし管理実務経験保有者 

管理業務主任者試験 

管理業務主任者試験合格者 

実務経験２年以上 実務経験２年未満 

管理業務主任者登録に 

係る登録実務講習 

管理業務主任者登録 

登録通知書（はがき）の受領 

試験合格日又は管理業務主任者 

移行講習会修了日より１年以内 

試験合格日又は管理業務主任者 

移行講習会修了日より１年超 

管理業務主任者証の 

交付に係る講習 

管理業務主任者証交付申請 

管理業務主任者証交付 

管理業務主任者証の交付に係る講習 

約３０日間ほど期間を

要します 


